
＜第１部＞ 受付時間  １３：００～１３：１０   

実施時間   １３：１５～１４：００ 

（個別相談希望者は、１４：１５まで） 

〇認可保育園：城南保育園、城南保育園分園、有浦保育園 

扇田保育園、たしろ保育園、釈迦内保育園 

十二所保育園、東館保育園、西館保育園 

〇へき地保育所：二井田保育所、沼館保育所、長木保育所 

〇そのほか  ：元気ひろば保育園、在宅児 

大館市以外の保育施設等利用児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生月 すてっぷ相談実施日  

Ｒ３年 4 月生 R８年 ５月 29 日 (金) ★ 

5 月生  6 月 12 日 (金)  

6 月生  7 月 10 日 (金) ★ 

 7 月生  7 月 31 日 (金)  

8 月生   8 月 21 日 (金)  

9 月生   9 月 18 日 (金) ★ 

10 月生  10 月 16 日 (金)  

11 月生  11 月 20 日 (金)  

12 月生  12 月 18 日 (金)  

Ｒ４年 1 月生 R９年 1 月 15 日 (金) ★ 

    2 月生   2 月 5 日 (金)  

3 月生  ３月 1２日 (金)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大館市では、満５歳を迎えたすべてのお子さんを対象に「満５歳すてっぷ相談」を実施しており、毎年 

１００％近くの親子が参加しています。 

５歳を迎えると、からだの動きがしなやかになり、ことばを使ったコミュニケーション能力も発達して 

きます。また社会性も育まれていく大切な時期です。 

再来年度、すべてのお子さんが保護者と共に安心して就学できるようにするため、健やかに成長・発達 

しているか、何か心配なことや困っていることがないか、確認するのが「満５歳すてっぷ相談」です。育 

児の困り事を相談できる場でもありますので、ぜひ親子で参加してください。 

 

 

１．対  象 満５歳を迎えたお子さんとその保護者 

※原則として誕生月の実施日に参加します。 

変更したい場合は、こども家庭センター 

ほっと（裏面）までご連絡ください。 

 

２．会  場 大館市立上川沿公民館 

      所在地：大館市池内字大出 135  
      （駐車場については後日お便りでお知らせします） 

 

3．時間帯  受付時間  １４：１５～１４：２5 

   実施時間  １４：３０～１５：１５ 

（個別相談希望者は、１５：３０まで） 

 

４．持ち物 ①母子健康手帳  

②お子さんの内履き 

 

＜第２部＞ 受付時間  １４：１５～１４：２５   

実施時間   １４：３０～１５：１５ 

（個別相談希望者は、１５：３０まで） 

〇認定こども園：大館ホテヤこども園、大館八幡こども園 

南が丘こども園、向陽こども園 

宮の杜神明こども園、扇田こども園 

大館カトリックこども園 

大館ホテヤ第二こども園 

〇幼 稚 園：大館幼稚園 

★のついている月は、「2部制」になります 

裏面もご覧ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《すてっぷ相談のながれ》            

  

お問い合わせ先 大館市こども家庭センターほっと ☎４９－０３４０ 

《どんなことでも「こども家庭センターほっと」にご相談ください  》  

 

 

 

 

 

 

 

 

●発達について  

      ことばが遅い、落ち着きがない、お友達とのトラブルが多いなど。             

●家庭のことについて 

     家族の問題、夫婦間の問題（ＤＶなど）、経済状況等など。 

●就学について、学校生活について 

     就学にあたって不安なことがある、学校でどんな支援を受けられるのか知りたい。 

●子育て全般について 

     しつけの方法がわからないなど。 

※相談内容によって関係機関との連携・調整を図り、解決のお手伝いをします。                                   

①１か月前

在籍園を通じて（もし
くは郵送で）案内と
「保護者アンケート」
が届きます。

②２週間前

「保護者アンケート」に記入し、同封の返信用封筒
に入れて園に提出します。

（①で、郵送でご自宅に案内が届いた方は、子ども
課に郵送で返信します）

③当日（親子で参加します）

受付後、お子さんと保護者の方は別々に
行動します。

〇親すてっぷ
子育て学習会、個別相談（希望者のみ）

〇子どもすてっぷ
「個別検査」「小集団での制作活動」など
を通してお子さんの様子を観察します。

１時間程度で終了

④すてっぷ相談後

・相談の結果を、在籍園、教育
委員会、小学校などの関係機関
が共有し、お子さんが楽しい小
学校生活を送るためのサポート
体制を作ります。

・当日お子さんが作成した描画
を園を通じて（または郵送で）
お返しします。

★相談を受けたら、発達が遅れているといわれるのではないかと心配… 

1. すてっぷ相談は、病気や障がいを特定するものではありません。 

2. お子さんの発達について再度確認が必要な場合は、後日、子ども課から個別相談をご案内します。

相談を通して、必要な支援について保護者の方と一緒に考えていきます。 

3. より専門的な相談や検査を希望する場合は、関係機関と連携しながらサポートします。 

 

★相談後は、どんな支援が受けられるの？ 

1. 子ども課と在籍園など関係機関が連携しながら、集団に適応する力を育てるためのサポートを行い

ます。 

2. お子さんへの関わり方や子育てに関する悩み、就学についての心配ごとなどについて、専門職に相

談できます。 

3. 必要に応じて、お子さんの力を伸ばすためのサポート機関や教室についての情報提供を行います。 

 


